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１ 資格保有者の確保が困難

〇 個々の施設等においては、養成校への求人依頼やハローワークでの求人掲載、自園HPや有料

求人サイトへの掲載等が主流となっている他、直接的な関係としては、実習を通じての採用や就

職フェアー等への出展も実施されている。

○ しかしながら、確保には繋がっていない現実が続いている。

○ 保育士養成校への進学数も減少傾向にあり、人材養成の再検討が必要である。

２ 採用と定着
（１）採用や経路について

〇 子ども・子育て支援新制度施行後、待機児童解消策による、量的拡充による保育施設数の増加
も人材不足の一要因と考えられる。
一方、人口減少の加速化により、特に過疎地では園児数の激減や保育士人材そのものの減少が
深刻化しており、保育士の高齢化も散見されている。この事は都市部においても同様な傾向にあり、
二極化が進んでいる。



（２）有料職業紹介事業者の利用について

〇 有料職業紹介事業者を利用するのは年度途中が多いと思われる。

○ 有料紹介事業者を利用する場合、事業規模が小さい場合や採用件数が多くなると運営

上の負担となる。

○ 現状の公定価格には人材紹介料を捻出する財源は含まれておらず、人件費からの支出

を余儀なくされ処遇に影響を及ぼす。公定価格に人材確保経費（職業紹介利用料）の算入が必

要となる。

○ 一般的な紹介料は、想定年収の３０％以上となり、保育施設からの支出は現実的で

はない。（団体調査によれば、５％〜１０％を適正と求める声が多い）

○ パート雇用についても、下限設定の事業者が多く利用しにくい現状がある。

○ 紹介者の早期退職があり、返戻金設定の見直しが求められる。

○ 紹介者の一年未満での退職の場合、代替え職員の無料斡旋が必要である。

○ 小規模な施設は経営規模も小さいため利用ができない。

○ 新卒学生の登録・斡旋もあり、紹介は経験者（有資格者の潜在者又は転職者）に限定すべき。

○ 紹介料システムが応募者に十分説明されておらず、採用後のトラブルに繋がる事がある。



（３）人材確保や定着の取り組みについて

〇 保育士という仕事のネガティブイメージ（給与水準、書類の煩雑さ、保護者対応、人間関

係等々）の払拭。

〇 保育士の平均勤続年数が延びている一方で、早期離職もあり、職場環境（配置数の増や

処遇改善等）の見直しが重要。

特に、４／１２産経新聞の報道にもあるように、就活生の７割は初任給アップを企業選びで

意識しており、新規採用者の給与引き上げは喫緊の問題。

○ 前述したが、保育士養成校への進学率が減少しており、至急の改善策が求められる。

○ 進学や就職指導において、保育士以外の道への紹介も多くあると聞くが、何か解決策は

あるか。試験合格者の追跡調査が必要ではないか。

○ 働き方改革からは、保育施設利用時間の短縮が求められる。（現状１１時間開所から８時

間開所へ戻す）

○ 保育施設利用家庭を拡充する必要がある。

○ ハローワークとの有料職業紹介事業者とのコラボにより紹介者の人員増や質の向上、経

費節減などはできないか。


